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別記 〔細則３(1)及び ４(1)(2) 関係〕 

中堅教諭等資質向上研修に関する研修内容 

１ 校外研修 

（１）令和８年度中堅教諭等資質向上研修（新規） 

◇共通研修［４日］→申込の手続を行うこと。 
研修名 地方名等 実施期日 会場 研修内容 受講区分 

共通 

研修 

１ 

紀南 

の部 

5 月 15 日

（金） 

教育センター 

学びの丘 
「中堅教諭等資質向上研修の開講に当

たって」 

「これまでの教職生活を振り返る」※ 

「これからの社会と教育」 

「服務規律の遵守と綱紀の厳正保持に

ついて」 
 

※ 事前に動画を視聴し、ライフ 

コースシートを完成させて、 

当日持参すること。 

欄外の【紀南の部受講区分】を

参照 

紀北 

の部 

Ａ 

5 月 11 日

（月） 
和歌山市 

北コミュニティ 

センター 

欄外の【紀北の部Ａ受講区分】

を参照 

紀北 

の部 

Ｂ 

5 月 18 日

（月） 

欄外の【紀北の部Ｂ受講区分】

を参照 

共通 

研修 

２ 

Ａ 
7 月 28 日

（火） 

教育センター 

学びの丘 

校内研修会のテーマ選定状況の共有 

「２年次教員とのクロスセッションに

向けて－コーチングの視点－」 

「コーチングの実践」 

（２年次教員とのクロスセッション） 

 

※ 事前に「地域とともにある学

校」の動画を視聴すること。 

・和歌山市・海草・有田・日高・西

牟婁地方の高等学校に勤務する対

象教員 

・特別支援学校に勤務する対象教員 

Ｂ 
7 月 29 日

（水） 

・伊都・那賀・東牟婁地方の高等学

校に勤務する対象教員 

・西牟婁・東牟婁地方の小学校及び

中学校に勤務する対象教員 

Ｃ 
7 月 30 日

（木） 

・那賀・海草・有田・日高地方の小

学校及び中学校に勤務する対象教

員 

Ｄ 
7 月 31 日

（金） 
・伊都地方及び和歌山市の小学校及

び中学校に勤務する対象教員 

共通 

研修 

３ 

全県 
8 月 19 日

（水） 

所属校 

（オンライン

で実施） 

校内研修会のテーマ選定状況の共有 

「人権教育の推進について」 

「学校組織づくり－危機対応に係る事

例検討－」 

「校内研修会に向けて」 

対象教員全員 

共通 

研修 

４ 

紀南 

の部 

1 月 22 日

（金） 

教育センター 

学びの丘 

「校内研修会①運営実践の共有」 

「全教職員の協働による学校改善」 

「継続年度の研修について」 

欄外の【紀南の部受講区分】を

参照 

紀北 

の部 

Ａ 

2 月 1 日 

（月） 
和歌山市 

北コミュニティ 

センター 

欄外の【紀北の部Ａ受講区分】

を参照 

紀北 

の部 

Ｂ 

1 月 25 日

（月） 

欄外の【紀北の部Ｂ受講区分】

を参照 

 

【紀南の部受講区分】 

・有田地方以南の学校に勤務する対象教員 

【紀北の部Ａ受講区分】 

・那賀・海草地方の小学校及び中学校に勤務する対象教員 

・海草地方以北の高等学校及び特別支援学校に勤務する対象教員 

【紀北の部Ｂ受講区分】 

・伊都地方及び和歌山市の小学校及び中学校に勤務する対象教員 
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◇選択研修［２日］→所属校にて、各研修の実施要項に従って申込手続を行うこと。 

県教育委員会及び県等が実施するもののうち指定するもの並びに和歌山大学等が実施するものの

うち指定するもの。（各教科等、地域との連携、社会教育等） 

又は、「教育センター学びの丘が実施する『専門性の向上を目指す研修＜選択研修＞』のオンデ

マンド研修」のうち指定するもの。 

（注）選択研修については、次のア、イに留意すること。 

ア 研修名、実施期日等の情報は、教育センター学びの丘ウェブページで漸次更新する。 

イ 選択研修受講には、別途各自で申込手続が必要（オンデマンド研修を含む）。それぞれ指定

の方法で期日までに受講申込を済ませる必要がある。 

 

（２）令和９年度中堅教諭等資質向上研修（継続） 

◇共通研修［１日］→申込の手続については、追って通知する。 
研修名 地方名等 実施期日 会場 研修内容 受講区分 

共通 

研修 

５ 

紀南の部 未定 
教育センター 

学びの丘 
「校内研修会②運営実践の発表」 

「学校組織におけるミドルリーダーの

役割」 

「今後のキャリアプランニング」 

日程等については、追って通知

する。 

紀北の部 

Ａ 
未定 未定 

紀北の部 

Ｂ 
未定 未定 

 

◇選択研修［１日］→申込の手続については、追って通知する。 

「教育センター学びの丘が実施する『専門性の向上を目指す研修＜選択研修＞』」のうち指定す
るもの。（詳細は、当該年度当初に、教育センター学びの丘ウェブページに掲載） 

（注）選択研修については、次に留意すること。 

・「令和９年度専門性の向上を目指す研修 ＜選択研修＞」のうち、中堅教諭等資質向上研修

（継続）「選択研修」として受講できる講座の中から選択する。 

 

（３）【新規・継続】に係る共通の確認事項 

専門性の向上を目指す研修 ＜特定研修＞（以下「＜特定研修＞」という。）に係る受講者とし

て中堅教諭等資質向上研修対象者を推薦する場合について 

各市町村（学校組合を含む。）教育委員会教育長及び各県立学校長が、中堅教諭等資質向上研

修対象者を、＜特定研修＞の受講者として推薦することは積極的に推奨するものではないが、学

校の実情等を鑑み、また当該研修対象者の能力、適性等を勘案して＜特定研修＞に係る受講者と
して推薦することができる。その場合、＜特定研修＞の受講をもって、当該年度の中堅教諭等資

質向上研修の選択研修として読み替えることができる。 

上記も含め、中堅教諭等資質向上研修の読替対象であると考えられる受講者がいる場合、申込

手続の前に教育センター学びの丘研修課に連絡し、指示に従うこと。 

○連絡経路 

【小・中学校】管理職が、市町村（学校組合を含む。）教育委員会に連絡する。その後、教育委員

会担当者が、教育センター学びの丘研修課に連絡する。 

【県立学校（県立中学校を含む。）】 

管理職が、教育センター学びの丘研修課に連絡する。 電話（0739）26－3496（研修課直通） 
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〔補足〕校外研修の受講に当たって 

受講に当たっては、次の７点に留意してください。 

１ 校外研修の内容等については、「全国教員研修プラットフォーム」においてシラバスとして示

しています。必要に応じて準備物等の連絡事項も記載します。また、このシラバスは、「旅行命

令簿」に添付する文書にもなります。適時更新しますので、受講前には必ず確認してください。 

  なお、研修に係る資料を研修日の２日前を目途に掲載します。各自でダウンロードし研修当

日持参してください。（「専門性の向上を目指す研修」の受講についても同様です。） 

２ 開講時刻に注意し、余裕をもって会場に到着してください。 

３ 研修を遅刻する場合は、必ず管理職を通じて、教育センター学びの丘研修課まで連絡してく

ださい。 

○連絡経路 

【小・中学校】管理職が、市町村（学校組合を含む。）教育委員会に連絡する。その後、教育

委員会担当者が、教育センター学びの丘研修課に連絡する。 

【県立学校（県立中学校を含む。）】 

管理職が、教育センター学びの丘研修課に連絡する。 

４ 研修の欠席及び変更については、事前の相談が必要です。欠席等の手続きは次のとおりです。 

【小・中学校】 

①管理職が、市町村（学校組合を含む。）教育委員会に連絡する。その後、教育委員会担当

者が、教育センター学びの丘研修課に連絡の上、協議を行う。 

②欠席が確定した場合、教育委員会担当者は、管理職に欠席届の手続きに係る対応につい

て連絡する。 

変更が確定した場合、教育委員会担当者は、管理職に変更願の手続きに係る対応につい

て連絡する。 

【県立学校（県立中学校を含む。）】 

①管理職が、教育センター学びの丘研修課に連絡の上、協議を行う。 

②欠席が確定した場合、管理職が、欠席願の手続きを行う。 

変更が確定した場合、管理職が、変更願の手続きを行う。 

５  警報発表時の取扱いについては、ウェブページ「警報発表等に伴う研修の取扱いについて」

で確認してください。 

６  研修にふさわしい服装で受講してください。また、教育公務員として適切な言動に留意して

ください。 

７  研修での自身の学びを振り返り、今後の教育活動にどのように生かしていくのかを省察する

ことが重要です。その記録となる振り返りシートは、研修受講後１週間を目途に、「全国教員研

修プラットフォーム」において入力してください。 
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２ 校内研修 

  研修項目等 （新規年度・継続年度 共通） 

 

 (注) 

  ●新規年度においては、各研修項目に設定された日数を基準に１０日行い、個々の研修

教員の能力・適性等に応じた校内研修を計画すること。また、研究授業及び校内研修会①

（９月～１１月）を必ず実施すること。 

  ●継続年度においては、校内研修会運営実践研修を中心に５日行うものとし、そのうち、

校内研修会②（４月～１０月）を必ず実施すること。 

  ●校内研修は、主として課業期間中に実施すること。夏季・冬季の長期休業中に実施す

ることは可能だが、年間を通して実施することが望ましい。また、土曜日・日曜日等、

週休日には原則として実施しないこと。 

  ●校内研修の研修時間は、３時間をもって１日とする。 

項目
番号

項目 研修課題
新規年度
における
研修日数

研修内容例

教職キャリアの振り返り、
今後の教職キャリア計画

［年度当初］これまでの教職生活の振り返り　※この内容は共通研修１でも取り上げる。
［年度末］今後の教職キャリア計画

中堅教諭等資質向上研修の
計画、実施後の振り返り

１年間の研修目標・計画作成（校内研修・校外研修）、１年間の研修の振り返り

自己理解と教職理解 自己理解、自己の教職観の明確化、教師力、教育の理念と現代教育の課題

各教科等の指導方法
（特別の教科　道徳を含む。）

学習指導要領の理解、各教科等の専門知識、教材の検討・準備、教材・教具の工夫と開発、
学習指導方法の理解、各教科等の指導法、個に応じた指導、協働的な学習の方法、学力向
上の手立て、ＩＣＴの活用、主体的・対話的で深い学びの実現のための工夫

授業づくり
教育課程の意義と編成、カリキュラム・マネジメント、各教科等の年間指導計画、教育課程・単
元計画・指導計画の授業への反映、学習指導案づくり、状況に応じた柔軟な指導展開、授業
研究の方法と内容、研究授業の計画・実施・振り返り、評価の方法

キャリア教育 体系的に進めるキャリア教育、社会的・職業的自立、基礎的・汎用的能力の育成

生徒指導
生徒指導の意義と課題、教育課程における生徒指導の位置づけ、児童生徒の発達観と指導
観、児童生徒理解、年間指導計画、問題行動の理解と指導、教育相談・カウンセリング、事例
研究、学校と家庭・地域・関係機関との連携

進路指導
個を生かす進路指導、進路指導計画の作成、進路指導の進め方、体験的な学習の意義と指
導

学級経営
学級担任の役割と職務内容、年間学級経営案の作成、児童生徒との信頼関係、教室環境づく
り

その他の教育課題

人権教育、「ことばの力」向上のための教育、健康教育、食育、安全教育、情報教育、ふるさと
教育、環境教育、国際理解教育、福祉教育、産業教育、科学技術教育、へき地・複式教育、消
費者教育、主権者教育、情報モラルの育成、家庭・地域との連携、通常の学級における特別支
援教育の充実、児童生徒の体力の向上、

主任としての
学校運営への参画

国・県・市町村の施策・指導重点の理解と伝達力、教育課程の作成、学校教育目標の具現
化、年間指導計画作成への参画、各主任としてのリーダーシップ、各主任としての経営力、同
僚性・協働性の向上、先輩教員としての役割、学校改善

組織マネジメントと
その活用

ワークショップ型校内研修の理解と活用、会議の運営の仕方、ＰＤＣＡサイクルを活用した学校
組織マネジメント、ＯＪＴによる資質向上・人材育成

学校評価・教職員評価 学校評価の効果的な活用、教職員評価の効果的な活用

学校の危機管理・対応 学校運営上の危機管理と危機対応

地域との連携
学校から地域への情報発信・広報、自立・共生・社会参加について、地域との連携、地域の人
的・物的資源の活用、コミュニティースクールについて

道徳教育 道徳教育とは、道徳教育の観点で見直す本校教育

校内研修会①・②の計画・実施・評価と改善、校内研修会運営の実践発表の準備

 ※「校内研修会運営実践」については、共通研修で研修した手法等を活用して、校内
    研修会を計画・実施する。校内研修会は、教科部会や学年部会、校務分掌の部会、
    あるいは職員全体等で実施し、事後、校長等からの指導助言をもとに評価・改善を検
    討する。そして、共通研修４・５で実践内容について発表する。
　　校内研修会の実施時期等、詳細については共通研修１で説明する。

5
地域との連携・

道徳教育
研修

１～２日

6
校内研修会

運営実践研修
校内研修会 ３～５日

3
教育課題

研修
１～２日

4
ミドルリーダー

研修
１～２日

1
キャリアデザイン

研修
１～２日

2
教科指導等研修

（特別の教科　道徳を
含む。）

１～３日
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 〔補足〕校内研修の実施に当たって 

 

これからの学校教育においては、様々な得意分野や専門分野を持った教職員が連携協力

して教育効果等を高めることが必要とされていることから、「中堅教諭等資質向上研修実

施要項」及び「中堅教諭等資質向上研修実施要項細則」に定めるものの他、以下の点に留

意して、校内研修を実施すること。 

 

１ 学校が一体となってその内容の充実を図るとともに、「校外研修」との連携を図るこ

と。 

 

２ 研修教員の能力・適性等に応じ、実際の授業実践を通じた授業研究や教材研究、特定

課題研究等に係る研修を実施するなど、校内だからこそできる研修を実施すること。こ

の際、教員の自己研鑽や資質向上を推進するために、校長等管理職及び他の教員が日々

の職務の遂行に必要な助言・協力を行ったり、教員が相互に日常の授業実践を公開し、

評価し合ったりするなど、校内研修の充実に向け、校務運営上、十分に工夫すること。 

 

３ 研修の成果を、研修教員だけに留めることなく、現職教育等で情報を共有化すること

で教員全体へ還元し、より多くの教員の資質向上と学校の活性化につながるよう工夫す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】中堅教諭等資質向上研修体系図（校内研修と校外研修の関係） 


